
一般社団法人音楽電子事業協会 
第5回通常総会報告

　平成 28 年 5 月 12 日、平成 28 年度第 1 回理事会・幹
事会に引き続き、一般社団法人音楽電子事業協会第 5 回
通常総会が午後 4 時半から東京飯田橋のホテルメトロポ
リタンエドモントにて開催されました。総会に先立ち、
長谷川豊会長より、「ロンドンで UBER を利用したが、
歴史あるロンドンタクシーでさえこの新しい自動車配
車サービスと競わなくてはならない状況にある。常にイ
ノベーションを自ら起こしていかないと長らく守って
きた市場での地位さえ失いかねない。今年度も危機感を
持ち、自らイノベーションを起こしていきたい。」との
表明がありました。続いて、事務局から定足数（正会員
31 社に対し、出席 21 名、委任状 9 通）が発表され、総
会の成立が報告されました。定款に基づき長谷川会長が
議長となり、議事録署名人 2 名（カシオ計算機株式会社 
安藤　仁様、株式会社鈴木楽器製作所　鈴木　周司様）
が選任され、議案審議に移りました。
　1 号議案「平成 27 年度事業報告承認の件」、2 号議案

「平成 27 年度収支決算承認の件、及び監査の報告」がそ
れぞれ審議・承認され、3 号議案「平成 28 年度役員選
任の件」では、岩崎専務理事より、今年度は理事 / 監事
及び幹事の 2 年間の任期が満了となり、また袴常務理事
が退任される為、定款に基づき理事及び監事の選任を行
う旨の説明があり、再任理事 9 名、再任監事 2 名として、
理事・監事全員の承認と出席会員の過半数の賛成で承認
されました。通常総会はここで一時休会し、この間に、
会長、副会長、専務理事、常務理事の選任、及び幹事構
成員の選任を行う為、総会にて承認された理事による臨
時理事会が別室で開催されました。15 分の休会後、総
会が再開され、臨時理事会の結果が岩崎専務理事より報
告され、会長として長谷川豊様の挨拶があり、新任常務
理事 吉田　篤司様が紹介されました。次に 4 号議案「平成 28 年度事業計画（案）審議決定の件」、5 号議案「平成 28 年度収支予算（案）審議
承認の件」がそれぞれ審議 / 承認され、最後に議長より議事進行についての協力を謝し、第 5 回通常総会は終了しました。
　続いて午後 6 時から「通常総会懇親会」が開催され、主催者長谷川会長の挨拶の後、ご来賓の経済産業省商務情報政策局文化情報関連産業
課　課長補佐 伊藤　桂様、文化庁長官官房著作権課著作物流通推進室長 俵　幸嗣様からのご挨拶に続いて、一般社団法人日本音楽著作権協会
常務理事 大橋健三様の乾杯のご発声により、賑やかに懇親会が始まりました。席上、5 期 10 年勤められた袴常務理事の退任にあたり、感謝状
と記念品の贈呈が行われました。会はその後も盛り上がりましたが、飛河和生監事の中締めの後、午後 8 時過ぎ散会いたしました。
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一般社団法人音楽電子事業協会
平成28年度事業計画　委員会活動（案）

（平成 28 年 4月1日から平成 29 年 3月31日まで）

　運営委員会に設置した公益法人制度改革対応 WG は、
平成 27 年 6 月 3 日付けで公益目的支出計画の実施完了報
告書類を提出、8 月 31 日付けで内閣府公益認定等委員会
より実施完了確認書を受理し正式に完了した。
尚、以下各委員会活動は、定款（事業）第 4 条の各項に
準ずるものとする。

〈活動方針〉
　ふたつの専門部会（製品安全規格部会および環境問題
研究部会）での情報交換、法規制からの要求事項に対す
る解釈のレベルあわせのための活動を継続し、電子電気
楽器および関連機器の安全性確保・環境問題への対応推
進を図る。

〈事業計画〉
「安全規格部会」 4 月浜松、7 月東京、10 月浜松、

1 月東京　計 4 回
原則第 3 木曜日開催を予定。
緊急な審議等、必要のあるときは臨時開
催を行うこととする。
また、安全規格に関するパブリックコメ
ント等への対応についても随時メール等
による審議 ･ 投票を行うこととする。

｢ 環境研究部会」 4 月東京、7 月浜松、10 月東京、
1 月浜松　計 4 回
原則第 2 火曜日開催を予定。
緊急な審議等、必要のあるときは臨時開
催を行うこととする。
また、環境問題に関するパブリックコメ
ント等への対応についても随時メール等
による審議 ･ 投票を行うこととする。

活動テーマ（情報交換の対象など）
● 安全規格部会

（1）安全規格
・電気用品安全法省令、基準、性能規定化動向調査
・国際規格の動向調査
・北米規格の動向調査
・欧州規格の動向調査
・中国、韓国、台湾、ユーラシア関税同盟、その他

各国の動向調査
（2）EMC

各国 EMC 規制の動向調査
・国際規格（IEC/CISPR）
・北米規格
・欧州規格
・中国規格、韓国規格、その他

（3）その他
・各国の省エネルギー制度の動向調査
・各国の電波法・無線規制の動向調査
・PL 関連情報の提供と交換

〈参加団体〉
・JEITA マルチメディア EMC 専門委員会
・JBMIA 第 108 委員会

・電気用品調査委員会の電波雑音部会
・電気製品認証協議会

※ 電安法への要望の窓口となる参加団体については
引き続き調査をする。

● 環境問題研究部会
（1）国内外の環境に関する法・規制等の動向調査及び

情報交換
・資源有効利用促進法関連
・容器包装リサイクル法関連
・省エネ法関連
・欧州 WEEE、RoHS 関連
・欧州 REACH、ErP 関連
・中国法規制関連
・韓国法規制関連
・米国法規制関連
など

（2）法 ･ 規制対応に関する意見交換等の実施
・各社の法 ･ 規制対応に関する意見交換会の実施

（3）環境法規制に関する情報共有化セミナーの実施
予定：RoHS2 又は ErP 改正対応について

〈活動方針〉
　MIDI のユーザメリットを維持し、多分野にわたる MIDI
のハード・ソフト・コンテンツ市場の保護・育成を図る。
　新しい市場に向けたテーマの推進と将来の音楽事業発展
に貢献する事を目的として、音楽や電子楽器に関する技術
検討を行い、現状の問題の解決及び、新技術の開発を図る。

〈事業計画〉
　委員会 2 ～ 3 回、MIDI1.0 部会メールにての情報交
換、技術研究部会 /MIDI Developer Relations WG は隔
月開催を予定、MIDI 国際標準化 WG 適宜開催、AMEI/
MMA 会議、MMA 総会参加

● MIDI1.0 部会
・MIDI 規格の保守運用
・ MMA との C/A・RP 締結に関する技術検討と規格審議

● MIDI 国際標準化 WG
・IEC における MIDI 規格の国際標準化の推進
・国内：JEITA　TA-10 会合への参加

● 技術研究部会
・未来に向けた音楽電子事業環境の検討・運営
・HD プロトコルの評価と技術リサーチ
・新技術 / 新商品の評価、検討を通して音楽業界の

ニーズを模索
・USB, AVB, TCP/IP, Bluetooth 等、5pinDIN 以外の

伝送路における MIDI の検討

● MIDI Developer Relations WG
・MIDI を手軽な通信プロトコルとして利用シーンを見

出してもらう活動
・MIDI に関する情報発信ならびに環境整備
・一般の開発者が音楽の未来を模索できる場の提供
・W3C 会員として引き続き活動に参画

1 全体

2 製品安全・環境委員会

3 MIDI 規格委員会
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〈活動方針〉
1．著作権等管理事業法の制定に伴い発生した問題点等を

解決すべく関係団体と協力し権利者との協議や文化庁
に対する要望を活発に行う。又、様々な変化の中で新
しい問題に対し制度疲弊を起こしていると考えられる
部分には、関係省庁、権利者、管理事業者等に積極的
に発信していく。

2．定例会を通じ各部会それぞれが取り組んでいる課題と
成果をタイムリーに情報共有しつつ、委員各位の意見
を吸収し部会活動に反映させることにより、会員個々
の事業の活性化と市場の発展に貢献する。

〈活動計画〉
　委員会 定例会 10 回（別紙日程）、音楽配信部会 16、回
カラオケ部会 8 回、ソフト規格部会 15 回、音楽電子出版
部会 20 回、管理事業法研究 WG 4 回

〈事業計画〉
・文化庁が実施予定の著作権等管理事業法に関する意

見募集に応募する為、管理事業法 WG を再開し問題
点の整理・解決策の検討を行い、意見書を作成提出
する。

・音楽コンテンツ事業に係る諸問題を解決し会員の事
業の活性化につながるよう、著作権等管理事業者や
権利者と協議・意見交換する。

● 音楽配信部会
1．NMRC を通じ管理事業者との協議、関連団体との意見

交換に、会員の意見を反映。
2．NMRC 実務 WG を通じて、配信事業における実務上

の問題点解決にむけ、管理事業者、関連団体との意見
交換を実施。

● カラオケ部会
1．JASRAC と非管理楽曲が使用されている実態を勘案し

た利用割合に関する協議
2．管理団体の使用料徴収の一元的集中管理等の検討
3.（株）ネクストーンと業務用通信カラオケに関する意見

交換

● ソフト規格部会
1．MIDI 及び音楽関連ソフトウエア事業に関する情報交

換、勉強会の実施インターネットを始めとした新しい
メディアにおける音楽電子事業の研究

2．二つの WG によるコンテンツビジネス諸問題の討議 ､
検討、規格化と実践

● 音楽電子出版部会
1．電子楽譜出版に係る様々な背景を持つ部会員のニーズ

に沿った情報の調査と共有
2．電子楽譜出版に関する標準規格化の調査・検討
3．楽譜市場の健全化に対する提案と啓蒙
4．NMRC/DMN-WG として、可視的コンテンツ配信の使

用料に係る問題点と要望を提言

● 管理事業法 WG
・著作権等管理事業法に関する意見書を作成し文化庁

に提出

● その他
・早稲田大学創造理工学部との連携講座を 28 年度も実施

〈活動計画〉
・「楽器フェア 2016」出展計画策定、実施。
・他委員会／部会などに共催イベント協力。

〈事業計画〉
・「楽器フェア 2016」出展予定。（デモ・セミナー中心）
・その他会員メリットに繋がるセミナー・イベント企

画協力。
・他委員会／部会が開催するイベントなどへの協力。

〈活動計画〉
 6 月開催：平成 28 年度活動内容の確認と対策
11 月開催： 平成 27 年度 MIDI 検定 3 級、2 級 1 次筆記

試験の応募状況と 2 級 2 次対策
MIDI 検定の今後について年度中にまとめる為の会議
を随時開催（4 ～ 5 回程度を予定）
 9 月開催： 楽器フェアへの協力内容について拡大委員

会に参加

〈事業計画〉
［平成 28 年度 MIDI 検定試験］

「第 8 回 MIDI 検定 1 級試験」 8 月実施
「 第 19 回 MIDI 検定 3 級試験、

第 18 回 MIDI 検定 2 級 1 次（筆記）試験」
 12 月実施

「第 18 回 MIDI 検定 2 級 2 次試験」 2 月実施
［平成 28 年度指導者認定講座］

「MIDI 検定 4 級指導者認定講座」を 5 月に開催
「MIDI 検定 3 級指導者認定講座」を 7 月に開催
「MIDI 検定 2 級指導者認定講座」を 9 月に開催

〈活動計画〉
・運営委員会にて、事業内容確認。
・事業委員会を開催し、事業内容説明。活動方針決定。
・「楽器フェア 2016」内容確認。出展計画策定、実施。
・他委員会／部会などに共催イベント確認。
・上記の具体的実施計画策定、会員企業説明、運営一

般実施。

〈事業計画〉
・「楽器フェア 2016」出展予定。（デモ・セミナー中心）
・上記の中で MIDI 検定などの認知向上と普及。
・その他会員メリットに繋がるセミナー・イベント企

画実施。
・上記イベント運営。
・他委員会／部会が開催するイベントなどへの協力。

〈活動計画〉
・会報「AMEI News」編集会議　3 回
・セキュリティー強化対策の検討会議　1 回

〈事業計画〉

1．会報『AMEI News』の発行（事務局との連携により推進）
・年 3 回（4 月、7 月、12 月予定）ホームページへの

PDF ファイルの掲載
2．ホームページの充実（事務局との連携により推進）
3．セキュリティ強化対策の検討の実施（事務局との連携

により推進）
・個人情報保護対策の強化検討

4 著作権・ソフト委員会 5 メディアコンテンツ委員会

6 MIDI 検定委員会

8 広報委員会

7 事業委員会
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＊敬称略順不同

委員長 飛河　和生 部会長 奥原　俊彦
副委員長 池内　順一

河口　幸裕 部会長 柿下 正尋
水本　浩一

ﾘｰﾀﾞｰ 河合　良哉

副委員長 金原　正人
部会長 金原　正人

委員長 戸叶司武郎
副委員長 三澤　洋一

鎌田　政之
堀江　康明

部会長 三澤　洋一 ﾘｰﾀﾞｰ 三澤　洋一

委員長 大谷　良輔
副委員長 石黒　士郎

山村　喜央

委員長 古山　俊一

委員長 上杉　尚史

( 専　門　委　員　会 )

MIDI規格委員会

著作権・ソフト委員会
（委員長）

吉田　篤司

運営委員会

MIDI検定委員会

メディアコンテンツ委員会

顧　 問

監  事
理事会

総　会 

事業委員会

製品安全・環境委員会

広報委員会

水野　　滋

（事務局長）
岩崎　修三

事務局

（管理部長）

石黒　士郎

会部格規トフソ
）長員委（

音楽電子出版部会

カラオケ部会

音楽配信部会

製品安全規格部会

GCP-WG

海外ビジネス展開WG

( 部　会 / Working Group )

技術研究部会 MIDI Developer Relations WG

環境問題研究部会

MIDI規格国際標準化WG

DRM部会

MIDI1.0部会

幹事会

ﾘｰﾀﾞｰ 堀江　康明部会長 吉川　剛志

部会長 戸叶司武郎

ﾘｰﾀﾞｰ 河口　幸裕

部会長 浅賀　善和委員長 浅賀　善和

部会長 渡邉　　毅

部会長 堀江　康明

* 敬称略・50 音順

理事会
幹事会役職 氏名 会社名 所属部署名

会　　長 長谷川　豊 ヤマハ株式会社 上席執行役員 楽器・音響開発本部長
副 会 長 佐々木　隆一 OTTAVA 株式会社 代表取締役
〃 柳瀬　和也 ローランド株式会社 取締役
〃 和田　康孝 株式会社第一興商 常務取締役 兼上席執行役員

専務理事 岩崎　修三 一般社団法人音楽電子事業協会 専務理事
常務理事 吉田　篤司 株式会社エクシング 代表取締役社長
理　　事 安藤　 仁 カシオ計算機株式会社 執行役員 楽器事業部長
〃 小林　 誠 株式会社コルグ 取締役
〃 矢崎　一臣 株式会社フェイス 取締役

幹　　事 大浜　和史 一般社団法人日本シンセサイザープロフェッショナルアーツ MIDI 検定特別顧問
〃 鹿島　直道 株式会社ドワンゴ モバイル統轄業務本部 モバイル事業本部部長
〃 小林　献一 Apple Japan 合同会社 政務部部長
〃 島村　元紹 島村楽器株式会社 代表取締役会長
〃 鈴木　周司 株式会社鈴木楽器製作所 取締役
〃 須田　直治 株式会社ヤマハミュージックメディア 代表取締役社長
〃 英　　裕治 ティアック株式会社 代表取締役社長
〃 箕輪　匡文 株式会社河合楽器製作所 執行役員 楽器製造本部 副本部長　兼　電子楽器事業部長
〃 村上  　昇 株式会社インターネット 代表取締役
〃 渡辺　省吾 学校法人　尚美学園 専務理事

監　　事 三木　康司 株式会社シーミュージック 代表取締役
〃 飛河　和生 クリムゾンテクノロジー株式会社 代表取締役

顧　　問 梯　郁太郎
〃 加藤　博万
〃 日吉　昭夫

平成28年度　一般社団法人音楽電子事業協会役員名簿

平成28年度　一般社団法人音楽電子事業協会組織図

新任理事挨拶
吉田常務理事

　AMEI 会員の皆様におかれましては、益々ご健勝のことと
お慶び申し上げます。さて、この度、第 5 回通常総会におき
まして、常務理事を務めさせていただくことになりました。
微力ではございますが、当協会の発展に尽力して参る所存で
すので、ここに謹んでご挨拶申し上げます。
　弊社は、通信カラオケメーカーとして歌うことの喜びや楽
しさという観点から電子音源と深く関わりを続け、MIDI の
制作や開発のみならず、新たなコンテンツの創出に努めてま
いりました。皆様もお感じになられている通り、近年私達を
取り巻く環境は急速に変化を続け、消費者嗜好の多様性に
マッチした環境やサービスが強く求められております。既に
消費者は、デバイスやネットワークの進化に伴い、生活の中
で自然に世界と繋がるようになり、音楽を含めたデジタルコ
ンテツを楽しんでいます。

　そのような環境の中で、グローバルな視点から様々な技術
的要件、法的要件などの新たな課題に向き合う必要があり、
その解決に向けた方向性を見出すためには、私達 AMEI が果
たすべき役割は、益々重要になっていくものと感じています。
　長谷川会長を筆頭に会員の皆様方のお力とお知恵をお借り
して、課題のひとつひとつを丁寧かつスピード感を持って解
決に導き、協会全体として業界の発展に寄与してまいりたい
と思います。
　前任の袴さんが、これまでに尽力
されてきた協会運営を踏襲し、私自
身、AMEI 会員の皆様の深い見識と
専門的知識に遠く及ぶものではござ
いませんが、一日も早く当協会の活
動と発展に貢献できるよう尽力して
まいる所存ですので、皆様方のご支
援、ご協力を改めてお願い申し上げ、
就任の挨拶とさせていただきます。 吉田常務理事

4 ･  AMEI NEWS
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MIDI 規格委員会

「標準化を土台とするMIDIのプレゼンスの伸展」
　第44回画像電子学会年次大会企画セッション「電子メディ
ア流通の最新動向」にて「標準化を土台とするMIDIのプレゼ
ンスの伸展」というタイトルで発表を行いました。
　MIDI はその誕生から30年、AMEI, MMAの2つの標準化
団体にて、時代の変化に対応し規格を維持・進化させてきま
した。すなわちMIDIは“標準”であることで、開発者は安心
してプロダクトを作ることができ、ユーザニーズは迷うことな
くプロダクトを使い続けることができます。
　本発表においては、MIDIをご存知無い方にもMIDIをご
理解いただくために、60年代のアナログシンセ時代のCV／
GATEから話を紐解きました。MIDI以前から楽器と楽器を
接続し、演奏の枠を拡大したい、楽器の演奏を記録してその
演奏を再現したい、という要望が確実にありました。1982年、
CPUが普通に使われる時代が訪れMIDIが策定されました。
さらにSMFやGMといった楽曲製作者が意図した通りに曲を
再生するための標準化が進みました。
　当初MIDIは楽器と楽器をつなぐことを主流に考えられて
いました。しかしDAWの隆盛とともにPCと楽器をつなぐ機
会が増えてきます。その中で、USB-MIDIの規格によりMIDI
の物理層はUSB が主流となっていきます。そして本年1月に
はBLE-MIDIのRPが成立し物理層の充実が図られています。
MIDIはPCとの相性が非常に良いと言えます。Windowsにし
ろMACにしろ、MIDIのドライバーはそれぞれのOSが標準で
対応しています。

　開発者は物理層を
気にせずアプリケー
ションを開発するこ
とができます。
　数年前にはiPhone
やAndroidといった
スマートフォンがMIDI
に対応し、スマート
フォン上のアプリケー
ションでMIDIが扱えるようになりました。すなわち、スマー
トフォンを楽器のインターフェースとして使う、あるいはス
マートフォンを楽器として使うことができるのです。世界中で
20億台以上のスマートフォンでMIDIが活用できるわけです。
　さらに、近年ウェブブラウザ（今日現在はChromeのみ）が
直接MIDIを扱えるようになりました。すなわち、ブラウザ
が直接MIDIのポートにアクセスし、MIDIを外部機器に出力
する、あるいは楽器からのMIDIをブラウザが直接扱うこと
が可能です。ブラウザはデバイスを選ばずに動作します。し
たがって開発者は、
Javascript を記述す
れば、デバイス非依
存、将来的にはブラ
ウザの種類非依存の
アプリケーション開
発が可能でしょう。
　順調に行けば、今
期中に国際標準化
に至ります。その上
に立って、益々伸展
が望めると考えてい
ます。

MIDI 規格委員会 技術研究部会長　柿下正尋

第 44 回画像電子学会年次大会企画セッション「電子メディア流通の最新動向」

　画像電子学会は 1972 年に画像転送技術を主たる目的として
設立されましたが、関連技術が急速に発展しており近年は画
像・視覚のみならず、人間の全感覚を網羅した総合技術を対
象とする学会として活発に展開しています。MIDI 規格の国
際標準化で AMEI にご協力戴いている IEC/TA10 チームと
同学会とは人材交流があり、6 月 18 日に早稲田大学井深大ホ
ールで開催された年次大会の企画セッションでは、国際標準
に係るカテゴリの中に電子楽譜 TR 発表の枠を戴きました。
　発表テーマを「Digital Sheet Music の国際標準化への活
動」として、AMEI 音楽電子出版部会と TR study group

が今まで公の場で発表してきた内容を整理しながら IEC ／
TR(Technical Report) 発刊に至るまでを紹介しました。受講
された標準化スペシャリストの皆様は楽譜について知らない
方が多かった為、コンサートで実際に使用する手書きのエレ
クトーン用三段譜をご覧戴きながら、楽譜の歴史、市場規模、
ICT 技術との連携、電子書籍市場との対比 ( 書籍は「読む」
もの、楽譜は「使う」もの )、既存の楽譜市場の特徴などを
それぞれスライドで表示しました。特に、デジタル化のイン
パクトによって市場そのものと市場を構成するプレーヤーが
激変する時期に来ていることを強調しました。

著作権・ソフト委員会　委員長　戸叶 司武郎

第 44 回画像電子学会年次大会発表報告
企画セッションで電子楽譜の現状を発表



6 ･  AMEI NEWS

MIDI 規格委員会

　6月9日にW3C
が アジア 初 の ホ
スト を 慶 應 義 塾
大学に設置して
20周年を迎えた
ことを記念して

「W3C20 ASIA」
が開催されまし
た。幕張メッセ
で開催されていた「Interop Tokyo 2016」に併設される形で実
施され、同会場内の国際会議場でウェブ技術のキーパーソン
による基調講演、テクニカルセミナー、そして最後に、レセプショ
ン・パーティーが行われました。
　AMEIはWeb MIDI APIの標準化を推進する目的で2013
年にW3Cに加盟しています。加盟後は、TPAC、Keio ORF、
Interop（APPS JAPAN）等への参加を通して、関わる機会が
増えています。
　今回は、W3Cの会員でもあるNTTコミュニケーションズ
小松さんにお誘い頂き、レセプション・パーティーでLT（ラ
イトニング・トーク）をさせて頂きました。
　小松さんはWeb Musicハッカソンや2014年の楽器フェ
アでご協力頂いた方です。楽器フェアでは、ビックサイトの
AMEIセミナー会場と、六本木のニコファーレ（Keio ORF会
場）をWebRTCでつなぎ、MIDIコントローラーで遠隔地のロ
ボットを動かす、という壮大なプロジェクトを共同で取り組
みました。

　LTでは実際にハードウェアのシンセサイザーとブラウザを
つなぐWeb MIDI APIのデモを行い、２つのポイントをお話
してきました。
　ひとつめは、Web MIDI APIやWeb Audio APIの登場で
ブラウザでも音楽アプリの開発が可能になったというコト。ブ
ラウザとテキスト・エディタさえあれば誰でも開発出来るよう
になっています。
　もうひとつは、ハードウェア（=モノ）とブラウザがつながる
時代が始まっているコト（Web of Things）。シンセサイザーは
あくまで一例ですが、今後は様々なデバイスがウェブと連携
し、ウェブ・テクノロジー進化を後押ししていくと思います。
　パーティーには総務省などの関係省庁、大学関係者、W3C
日本会員企業など、約300名がいらっしゃいました。多様な
業界の方々の前で、AMEI及びMIDIをアピールするよい機会
になったと思います。

MIDI 規格委員会 MIDI Developer Relations WG   渡邊　正和

W3C20 ASIA ANNIVERSARY EVENT The Future of the Web

　まとめとして、電子書籍のように発展する市場を作ってい
くためには電子楽譜に係る規格や GUI の統一が必要であり、
国際標準化は難しい課題かもしれませんが、その第一歩とし
て IEC から TR を発行したことを報告致しました。

なお、AMEI 内の TR stg. は発展的解消し、その機能は音楽
電子出版部会が引き継いでいます。電子楽譜 ( 音楽の可視的
表示 ) ビジネスにご興味のある方の部会へのご参加をお待ち
しております。
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著作権委員会報告

　著作権・ソフト委員会の最近の活動をご報告致します。
各部会は今期も精力的に活動しておりますが、紙面の制
約上、主な成果のみのご報告とさせて戴くことをご容赦
下さい。

●管理事業法研究WG
　文化庁は 5 年間隔で著作権等管理事業法パブリック
コメント（以下「管理事業法パブコメ」）を募集してき
ました。今年は管理事業法の施行から 15 年となる為、
AMEI では事務局と連携しながら委員会直轄の WG を事
前に立ち上げ、パブコメの募集に備えてきました。募集
開始の報を受け、渡邉リーダーの下、WG メンバーとと
もに管理事業法の様々な問題点を抽出整理し６つのパブ
コメを提出しました。すべてに共通しているのは、管理
事業法施行以来、利用者である AMEI 会員企業が蒙る
不利益や降りかかるビジネスリスクへの手当てができて
いないことです。特に使用料規程の改定は、昨年 5 月に
JASRAC が NMRC の合意を得ないままに使用料規程改
定案を文化庁に届け出たことを端緒に、文化庁長官の裁
定が発令される直前に合意が整うまでハードな協議が続
いた経験を踏まえて、「利用者との合意を条件とした文
化庁の認可制に戻すこと」を強く主張しました。パブコ
メの全文は AMEI ホームページの Information2016.07.02
をご覧下さい。

●音楽配信部会
　NMRC を通じて、4 月 8 日から再開された JASRAC
との協議に参画しています。昨秋の暫定合意により、改
定されたインタラクティブ使用料規定が今年の 2 月１日
から運用されていますが、その規定には積み残されてい
る許諾単位月額最低使用料の矛盾、定額利用契約サービ
スの使用料に係る管理事業者間の利用割合（按分）手法
の検討、仮承認 DL サイトの過去分精算、マルチデバイ
スの取り扱いについて等々、案件は山積しております。
合意に向けてスピード感を持ちつつ、会員企業の新規ビ
ジネス開拓を促進できる暫定合意になるよう、論理を重
視して協議を進めていきます。

●カラオケ部会
　株式会社 NexTone との協議を開始しました。業務用
通信カラオケ使用料については、NexTone 設立前にイー
ライセンス社と当面の間に限定して規定の一部を読み替
える暫定合意を交わしています。2016 年 4 月以降、合意
当時とは状況が変化したので暫定合意の一部について見
直すことと、前回の合意で約束した使用料徴収の一元的
集中管理手法の検討推進を先方に申し入れました。早期
の暫定合意を目指し、今年度後半は頻繁に協議が開催さ
れる見込みです。

●音楽電子出版部会
　市販楽譜の版面をデジタル化して配信する権利的にグ
レーなサイトへの対応と関係する業界との連携、海外へ
の楽譜販売・配信の可能性模索、楽譜専用端末（電子楽
譜 Viewer）開発企業の動向調査など、今まさに電子楽
譜市場の変革期でありこれをチャンスと捉えて、委員各
位の知見を集めて成長に向けての方向性を探ります。ま
た歌詞コンテンツ配信について、違法サイトの摘発徹底
と引用に関する判断基準の整理を JASRAC に文書で申
し入れました。

●ソフト規格部会
　電子楽器内臓音色の海賊版問題などの楽器内包権利、
自動作曲された作品などの AI 著作物に係る権利の帰属、
電子音楽ビジネスの海外展開についての可能性と課題に
ついて調査研究を継続しています。また今年 4 月１日か
ら改定された JASRAC の「広告目的複製の範囲に関す
るガイドライン（指値問題）」について広告利用の定義、
考え方について討議を進めていきます。

　委員会の定例報告会は毎月第２木曜日に AMEI 事務局
会議室で開催しております。また部会、WG は月一回程
度の会議開催またはメーリングリストによる意見交換・
情報共有を行っております。出席・参加ご希望の方は事
前に事務局にお問合わせ下さい。皆様のご参加をお待ち
申し上げております。

著作権・ソフト委員会　委員長　戸叶 司武郎

著作権等管理事業法へのパブリックコメントを文化庁に提出

AMEIが提出した著作権等管理事業法パブリックコメント要旨

1.<ア>著作権等管理事業の登録（第3条）
・許可制あるいは厳しい登録要件を課すべきである

・利用者が二重払いのリスクを負担させられることへの対応が必要

2.<オ>管理委託契約約款の届出 (第11条第1項前段)

3.<カ>管理委託契約約款の変更の届出(第11条第1項後段)

・管理著作物の利用が突然違法になり、予期せぬ使用料の増大が

生じるビジネス・リスクがある。

・管理事業者に非一任型なる類型の管理を認めるべきではない

4.<キ>使用料規程の届出（第13条第1項前段）
・使用料規程は認可制にすべきである

・非指定管理事業者にも裁定制度を導入すべきである

AMEIが提出した著作権等管理事業法パブリックコメント要旨

5.<ク>使用料規程の変更の届出（第１３条第１項後段）
・使用料規程は認可制にすべきである

・非指定管理事業者にも裁定制度を導入すべきである

・利用者代表の適格性についての再度の疎明は不要とすべきである。

6.<ケ>その他(共通の著作物管理番号･共通のＤＢの導入)
・著作物について、全ての管理事業者が管理著作物について共通の

管理番号を用いれば、利用者による管理事業者の調査の手間は劇

的に改善され、著作物の円滑な利用を促進する。

※各コメント文頭の<カタカナ>は、文化庁がパブコメ募集時に指定
した、コメント分類記号です。

※NMRCもパブコメを提出しています。主張の根本はAMEIと同じで、
他の分類へのコメントも含めて11件を提出しています。
詳しくはNMRCのホームページをご参照下さい。
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第5回通常総会議事録の開示について
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　●　Apple Japan 合同会社

　

　●　株式会社インターネット

　●　株式会社エクシング

　●　OTTAVA 株式会社

　

　●　カシオ計算機株式会社

　●　株式会社河合楽器製作所

　●　クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

　●　クリムゾンテクノロジー株式会社

　●　株式会社コルグ

　●　株式会社シーミュージック

　●　島村楽器株式会社

　●　学校法人尚美学園

　●　株式会社シンクパワー

　●　株式会社ズーム

　●　株式会社鈴木楽器製作所

　●　株式会社スリック

　●　株式会社第一興商

　●　株式会社タムラ製作所

　●　ティアック株式会社

　●　株式会社ドワンゴ

　●　学校法人片柳学園 日本工学院専門学校・

　日本工学院八王子専門学校

　●　一般社団法人

　日本シンセサイザープロフェッショナルアーツ

　●　Pioneer DJ 株式会社

　●　株式会社フェイス

　●　株式会社フュートレック

　●　ヤマハ株式会社

　●　一般財団法人ヤマハ音楽振興会

　●　株式会社ヤマハミュージックメディア

　●　株式会社ラグナヒルズ

　●　ローランド株式会社

  〈正会員会社 30 社〉

* 賛助会員

　●　中音公司（中華人民共和国）

　●　株式会社博秀工芸

　●　株式会社ミュージックトレード社

　●　株式会社リットーミュージック

  〈賛助会員会社 4 社〉
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　東日本大震災、並びに福島第一原子力発電所事故により被災された皆様に
心からお見舞いを申し上げますと共に平成28年熊本県及び大分県にて発生
しました地震により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。また、
被災地等におきまして、救援・復興支援等の活動に尽力されている方々に深
く敬意を表し、併せて皆様の安全と1日も早い復興をお祈り申し上げます。
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